
都市計画道路変更に関する説明会
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（１）都市計画道路の再検討について

都市における合理的な土地利用の確保，
道路，公園，上下水道などの都市施設の整
備，土地区画整理事業などの市街地整備
などにより，快適な都市活動を確保するもの
で，都市の健全な発展を図るうえで重要な
役割を担っています。

■そもそも都市計画とは？
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（１）都市計画道路の再検討について

道路，公園，上下水道，学校，病院など，都市で生活するうえで
必要となる公共的な施設のことです。

■都市施設

■都市計画道路

都市施設の一部で「都市計画法」に基づき，将来の街の姿
や市内全体の交通処理など，まちづくりの骨格を作ることを
目的に，長期的な視点で計画された道路のことです。
都市計画道路の計画区域内では、事業の円滑な実施を確

保するため建築行為に一定の制限がかかります。

■都市計画制度
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■建築が許可されるものの例（都市計画法第54条）

１. 階数が２階以下，かつ地階（地下）を有しないもの
２. 主要構造部が木造，鉄骨造，コンクリートブロック造，その他
これらに類する構造であり，撤去や除却が容易なもの

■都市計画による建築制限について

（１）都市計画道路の再検討について

都市計画道路が決定されている区域内の土地には，将来，都市計画
道路を整備する際に大きな支障とならない建物のみが建てられるとい
う制限がかけられています。（都市計画法第53条）

計画線

許可が必要
許可が不要

都市計画道路
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■なぜ都市計画道路を見直すのか？

都市計画道路の中には，都市計画を決定してから長年にわた
り，事業に着手されていない都市計画道路もあります。

（１）都市計画道路の再検討について

成熟した社会を迎え，少子高齢化や人口減少社会の到来に
よるまちづくりの変化や厳しい財政状況等など，地方自治体
を取り巻く環境が変化してきました。

これらの背景から，路線毎の必要性や実現性など，都市
計画道路の見直しが必要な時期を迎えました。

■社会情勢の変化

■都市計画道路が長期未着手
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■都市計画道路の見直しの進め方

都市計画道路再検討カルテの作成による評価

都市計画道路再検討路線の抽出

① 上位計画による路線の位置付け

② 道路機能の検証

③ 対象路線の代替道路の有無

④ 事業化に支障となる要因の検証

⑤ 道路構造令との整合

⑥ 再編道路網（案）の作成

将来交通量推計による適切性の検証

常総市の都市計画道路２１路線

水海道都市計画区域15路線

石下都市計画区域6路線

（１）都市計画道路の再検討について

長期未着手路線及び未整備
区間のある11路線を見直し
の対象としました。
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■再検討対象路線

（１）都市計画道路の再検討について

鹿小路細野線
（県道取手豊岡線の一部）

相野谷・細野線
（国道354号バイパス）

高野・美妻橋線
（県道谷和原筑西線の一部）

豊岡大和橋線
（国道354号）

川又・三坂線
（国道２９４号）

玉台橋・菅生線
（県道つくば野田線）

渕頭森下線

栄町諏訪町線

石下駅中沼線

大房原宿線

収納谷小保川線
（国道294号）

水海道
停車場線

美妻橋大生郷線
（県道土浦坂東線の一部）

本豊田鴻野山線
（県道土浦境線）
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■都市計画道路の見直しの進め方

都市計画道路再検討カルテの作成による評価

都市計画道路再検討路線の抽出

① 上位計画による路線の位置付け

② 道路機能の検証

③ 対象路線の代替道路の有無

④ 事業化に支障となる要因の検証

⑤ 道路構造令との整合

⑥ 再編道路網（案）の作成

将来交通量推計による適切性の検証

（１）都市計画道路の再検討について

見直し対象とした１１路線に対し，
茨城県都市計画道路再検討指針
に基づく評価検証を行いました。
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（１）都市計画道路の再検討について

■都市計画道路の見直しの進め方

・広域的なネットワーク，駅や工業団地を繋ぐ，河川を跨ぐ
役割のある路線

■都市計画存続の考え方

■都市計画見直しの考え方

・人口減少社会を迎え，まちづくりの考え方が「今あるもの
を活用しながら，自動車中心から歩行者中心へ」という考え
方に変化してきた。
・茨城県都市計画道路再検討指針に基づき，定量的な評価
がマイナスとなった路線で現道があるもの。
・都市計画道路周辺に代替できる道路（現道）があるもの。



11

■３・５・３ 水海道停車場線（県道）
当初都市計画決定日 計画幅員 計画延長 整備率

昭和28年５月９日 15ｍ 370ｍ 0％

路線の評価結果

・周辺の市街地から水海道駅へのアクセス道路としての役割の低下
・都市計画道路３・５・５宝町山田線及び都市計画道路３・５・６高野・美妻
橋線の整備が進み，代替路線が確保されている
・既存ストックを活かし，人々が交流する空間を創るというまちづくりの変化

（１）都市計画道路の再検討について

現道5.5ｍ

廃止区間の終点廃止区間の始点
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■３・４・３ 大房原宿線（市道）
当初都市計画決定日 計画幅員 計画延長 整備率

昭和４３年７月15日 16ｍ 4,760ｍ 57.6％

路線の評価結果

・広域幹線道路を補完し，拠点間接続を担う役割の低下
・交通の大きな流れが国道294号へ
・県道谷和原筑西線，市道2-0201号線の整備が進み，代替路線が確保
されている

未整備区間

廃止区間の始点

廃止区間の終点

（１）都市計画道路の再検討について
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■再検討対象路線（再掲）

（１）都市計画道路の再検討について

鹿小路細野線
（県道取手豊岡線の一部）

相野谷・細野線
（国道354号バイパス）

高野・美妻橋線
（県道谷和原筑西線の一部）

豊岡大和橋線
（国道354号）

川又・三坂線
（国道２９４号）

玉台橋・菅生線
（県道つくば野田線）

渕頭森下線

栄町諏訪町線

石下駅中沼線

大房原宿線

収納谷小保川線
（国道294号）

水海道
停車場線

美妻橋大生郷線
（県道土浦坂東線の一部）

本豊田鴻野山線
（県道土浦境線）
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■都市計画道路の見直しの進め方

都市計画道路再検討カルテの作成による評価

都市計画道路再検討路線の抽出

① 上位計画による路線の位置付け

② 道路機能の検証

③ 対象路線の代替道路の有無

④ 事業化に支障となる要因の検証

⑤ 道路構造令との整合

⑥ 再編道路網（案）の作成

将来交通量推計による適切性の検証

（１）都市計画道路の再検討について

評価の結果，将来交通量に
どのような影響があるか検証
しました。
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再検討対象路線：１１路線

計画を存続する路線：９路線

変更又は廃止する路線：２路線

廃止（全区間廃止） ： １路線

変更（一部区間廃止） ： １路線

水海道市街地
周辺

石下市街地
周辺

（１）都市計画道路の再検討について

■都市計画道路の見直し方針案



（１）都市計画道路の再検討について

令和５年度
・上位計画や関連計画との整理，関係機関協議

令和６年度
・交通量推計，関係機関協議（茨城県連絡調整会議），
・常総市都市計画道路見直し方針（案）の作成に向けた
パブリックコメントの実施

令和７年度
・都市計画法の手続き開始
・都市計画の案がまとまり，今後の手続きとなる都市計画
法第16条公聴会に向けた地元説明会

■都市計画道路見直しに向けたこれまでの経緯

16
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●３･５･３ 水海道停車場線（W=15ｍ）
L=370m ⇒ 廃止

廃 止（全 区 間 廃 止）

（2）都市計画道路の変更（素案）について

N

＜全区間を廃止する理由＞

・周辺の市街地から水海道駅へのアクセ
ス道路としての役割の低下
・都市計画道路３・５・５宝町山田線及び
都市計画道路３・５・６高野・美妻橋線の
整備が進み，代替路線が確保されている
・既存ストックを活かし，人々が交流する空
間を創るというまちづくりの変化

宝町山田線

高野・美妻橋線
（県道谷和原筑西線）
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●３･４･３ 大房原宿線（W=16m）
L=4,760m⇒ L=2,520m（２車線）

変 更（一 部 区 間 廃 止）
N

（2）都市計画道路の変更（素案）について

市道2-0201号線

＜一部区間を廃止する理由＞

・広域幹線道路を補完し，拠点間接続を担う役割
の低下
・交通の大きな流れが国道294号へ
・県道谷和原筑西線，市道2-0201号線の整備が
進み，代替路線が確保されている

県道谷和原筑西線
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■今後のスケジュール（案）

都
市
計
画
原
案
作
成

住
民
説
明
会

公
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会

茨
城
県
事
前
協
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案
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告
・縦
覧

常
総
市
都
市
計
画
審
議
会

茨
城
県
本
協
議

決
定
告
示

（３）都市計画手続きの進め方について

茨
城
県
都
市
計
画
審
議
会
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■建築が許可されるものの例（都市計画法第54条）

１. 階数が２階以下，かつ地階を有しないもの
２. 主要構造部が木造，鉄骨造，コンクリートブロック造，その他
これらに類する構造であり，撤去や除却が容易なもの

■都市計画が廃止になると…

都市計画道路が決定されている区域内の土地には，将来，都市計画
道路を整備する際に大きな支障とならない建物のみが建てられるとい
う制限がかけられています。（都市計画法第53条）

計画線

許可が必要
許可が不要

都市計画道路

都市計画道路がなくなると，計画線の内
側の建築制限がなくなります。
（現道はこれまで通り残ります。）

今後は社会情勢の変化に対応するまちづ
くりを進めるため，各種施策を推進していき
ます。

（３）都市計画手続きの進め方について
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（４）常総市のまちづくりのいま

■常総市における最近の取り組み
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産業系土地利用（大生郷地区等）

※写真は全てイメージです

AIまちづくり

AIモビリティパーク紫峰，あすなろの里，
Honda ASV-Lab

水海道市街地 水海道駅前エリア

産業系土地利用（坂手地区，内守谷地区等）

石下市街地



（４）常総市のまちづくりのいま

■ウォーカブルなまちづくりへの取り組み
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（４）常総市のまちづくりのいま

■水海道市街地まちづくり事業
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（４）常総市のまちづくりのいま

今後は石下地区においても適宜まちづくりを進めていく予定です。

■石下市街地での自動運転の公道実験
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ご清聴ありがとう

ございました。


